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は じめに

いま,米 国では事業再編の手法として企業分割が脚光を浴びている。企

業買収ブームを背景に巨大化 した米国企業は,い たず らに多角化 して競争

力を失ったかってのコングロマリットの二の舞になることを懸念 して,経

営効率を追求するため,企 業分割に着手 し始めた(ll。

企業分割の形態には,1)子 会社株式を親会社の株主に親会社株式の持

株割合に応 じて比例的に分配 し,そ の見返 りとして親会社株式の提供を求

めないスピンオフ,2)親 会社株式との交換に,親 会社株主に子会社株式

を分配するスプリットオフ,3)親 会社株主に子会社株式を分配 して,親

会社が清算により消滅するスプリットアップの3つ の タイプがある。

これらの企業分割が内国歳入法第355条(InternalRevenueCodeSec-

tion355,以 下 §355と 略記する。)と それに関連する内国歳入法施行規則

(IncomeTaxRegulations)に 定める非課税要件を満たすと(2),親会社は

法人レベル又は株主 レベルのいずれにおいて も利得を認識することなく,

含み益のある子会社株式を親会社株主に分配することがで きる。§355の

企業分割は,1986年 の税法改正によるジェネラル ・ユティリティーズの原

理の廃止後においては,法 人が法人 レベルで課税されることなくその株主
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に 含 み 益 の あ る資産 を 分配 で きる唯 一 の 方法 とな ったΦ。

しか し,近II:,課 税 す べ き売 却 まが い の取 引 に §355を 適 用 して非 課 税

とす る取 引 が 出現 す る に及 ん で(Al,議 会 は そ の規 制 に乗 り出 した。 そ の標

的 とな っ た取 引 の原 形 は1966年 の 判 決 に ち な ん で 命 名 さ れ た 「モ リス ・

トラ ス ト(MorrisTrust)」 取 引 で あ る。 モ リス ・ トラ ス ト取 引 と は,1)

数 種 の活 発 な 事 業活 動 に従 事 して きた親 会 社 が,そ の うち の1事 業 の み を

取 得 した い取 得 会 社 と事 業 を売 買 す る交 渉 を す る。2)取 得 計 画 の一 環 と

して,親 会 社 は取 得 会 社 が取 得 す る こ とを 望 ん で い な い 不要 資産 を(新 設

の 子 会 社 に非 課 税 の 現 物 出 資 に よ り譲 渡 し,そ の対 価 と して受 け取 った 子

会 社 株 式 を 一 等 者 注)そ の 株 老 に §355を 適 用 して ス ピ ンオ フす る。3)

ス ピ ンオ フ後 に,取 得 会 社 の 取 得 した い資 産 の み を 保 有 す る こ と とな った

親 会 社 は,非 課 税 の 組 織 変 更 で,取 得 会 社 の 株 式 と の 交 換 に取 得 会 社 に

よ って取 得 され る一 連 の 取 引 を い う(5)。

この モ リス ・ トラ ス ト取 引 は こ れ ま で §355の 適 用 の あ る取 引 と して 親

会 社 に課 税 さ れ る こと は なか った。 しか し,§355は 現 存 の事 業 を既 存 の株

主 に非 課 税 で分 割 す る こ とを認 め よ うとす る もので あ り,新 規 の株 セ が ス

ピ ン オ フを利 用 して 事業 の所 有 権 を取 得 しよ う とす る場 合 に は,そ の取 引

は も はや既 存 の 事業 の分 割 で は な く,取 得 さ れ る 事業 を法 人 レベ ル で売 却

す る取 引 に 類 似 した もの とな る(6)。そ こで議 会 はモ リス ・ トラ ス ト取 引 に

課 税 す るた め1997年 税 法 改 正(theTaxpayerReliefActof1997)で §

355(e)と §355(f)の 規 定 を 新 設 した 。 この改 正 に よ り,上 記 取 引 にお い

て 親 会 社 は子 会 社 株式 の ス ピ ン オ フに よ る親 会社 株 主 へ の分 配 に つ い て 課

税 され る こ と に な った。

本 稿 で は,§355の 他 の要 件 が 満 た され て い る もの と仮 定 して §355(e)

と §355(f)の 規 定 の内 容 を詳 述 す る もの で あ る。 な お,以 下 に お いて 当 事

者 を次 の記 号 で略 記 す る。

T:子 会社 の株 式 を分 配 す る親 会 社
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米国における企業分割の最近の税務上の規制措置

S:分 配 される子会社

P:親 会社又は子会社を取得する取得会社

1.§355(e)の 適 用 され る分配

新設された §355(e)の 規定によれば,分 配時に現存する計画又は一連の

取引に基づいて,Pが,直 接又は間接にT株 式ないしS株 式の50%以 上

(議決権株式数か価値総額で計算する。)を取得する場合には,§355の 適用

のあるS株 式の分配についてTは 利得を認識する。すなわち,§355(e)が

適用 される分配は,(1)そ の分配が計画に基づくものである。(2)当 該

計画に基づいてPがT又 はSの 株式を直接,間 接に取得する。(3)Pに

よって取得 される株式 は,T又 はSの 株式の50%以 上の持分(議 決権数

か価値の)で ある場合に限られる。また,Tが 認識すべき利得の金額は,

TとSの どちらが取得されるかにかかわらず,Tが 分配時にS株 式を時価

で売却 した場合に認識すべき金額である。当該利得は長期キャピタルゲイ

ンであるが,こ の利得の認識 によってT又 はSの 株式ないしは資産の税

務基礎価額を増額することは認められない(7)。

そこで以下に,こ れらの構成要素にっいて個別に検討する。

(1)計 画の存在

Pが 分配日の2年 前か らの4年 間,T又 はSの50%以 上の持分を所有

している場合には,分 配 と取得が計画に基づくものではないことを立証 し

ない限 り,当 該取得は計画に基づ くものであるとみなされる(§355(e)

(2)(B))。 したが って,分 配前後の2年 内の取得であっても,反 証をあげ

て覆すことがで きれば,そ の取得は計画に基づ くものとはみなされない。

反面,こ のみなし規定は,分 配前後の2年 間を超えて適用 されることはな

いが,当 該4年 の期間外の取得であっても計画に基づ くものは,こ の規定
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の適 用 対 象 に な る(8)。

(2)取 得の範囲

法人が取得されるか否かは,現 行法 §355(d)の 規定(不 適格な株式の分

配についての法人 レベルでの課税)と 同一のルールに基づいて決定される

が,購 入(purchase)取 引に限定されない(9)。§355(d)(5)は 取得を引継価

額ベースの取引を除 く一切の購入と定義する。 しかし,内 国歳入法又は内

国歳入法施行規則で特に除外されない限り,引 継価額べ一スの取引も取得

(acquisition)の 用語に含まれるqo)。また,T又 はSの 資産が §368(a)(1)

に規定するタイプA組 織変更(法 令による合併),タ イプC組 織変更(資 産

と議決権株式の交換),タ イプD組 織変更(新 設子会社を利用 した分割)で

引継会社(successor)Pに よって取得される場合は,P株 主は議決権総数

又は価値総額の50%以 上を取得 したかどうかの判定に際 してはT又 はS

の株式を取得 したものとみなされる(§355(e)(3)(B))。 したがって,株

式に代えて,単 に資産を取得 したとしても,課 税を回避することはできな

い(1Do

(3)50%以 上 の 持 分 取 得 の 判 定

① 統 合 ル ー ル(aggregationrules)の 適 用

T又 はSの50%以 上 の 持 分 が 取 得 さ れ た か ど う か の 計 算 に 際 して は

§355(d)(7)に 規 定 され て い る統 合 ル ー ル と同 一 の ル ー ル が 適 用 さ れ る

(§355(e)(4)(C)(i))。 §355(d)(7)に よれ ば,(1)関 連 者 は1人 の 者 と

み な され る。(2)T又 はSの 株式,有 価 証 券 の 取 得 に 関 す る計 画 な い し取

り決 め に基 づ いて 行 動 す る2以 上 の 者 は1人 の 者 とみ な され る。 な お,規

模 の大 き な株 式 の公 募(publicoffering)は §355(e)が 適 用 され る取 得 と

な る ので 利 得 が 認 識 され る(12)。それ ゆえ,50%以 上 の議 決 権 又 は価 値 の テ

ス トの適 用 に際 して は,関 連 の な い一 般 投 資 家 を統 合 して 判 定 す る。
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米国における企業分割の最近の税務上の規制措置

【設例1】㈹

TはS株 式の全部を所有 している。S株 式の公募を促進するため,Tは

その株主にS株 式の全部を分配する。その直後に,Sは その株式の50%を

公募する。T又 はSの 株式の公募は50%以 上の議決権 と価値のテス トの

適用上,取 得 として扱 うので,Tは この分配に課税 される。

② みな し所有ルール(attributionrules)の 適用

ある者(person)がT又 はSの50%以 上の持分を取得 したかどうかの

判定に際 して,§318(a)(2)の みなし所有ルールが一部修正 して適用され

る。すなわち§318(a)(2)(C)に よれば,直 接,間 接に法人の株式の50%

以上をある者が所有 している場合には,そ の者はその法人が直接,間 接に

所有する株式を所有 しているものとみなされるが,§355(e)の 適用上は

50%以 上の所有割合であるか否かを問わない(§355(e)(4)(C)(ii))。 し

たがって,あ る者が法人の株式を所有 している限 り,そ の者はその法人が

実際に又はみなしにより所有 しているT株 式又はS株 式をその持株割合

だけ所有 しているとみなされる(14)0

【設例2】 ㈹

Tは 子会社Sの 株式の全部を所有 している。Tが 所有するS株 式の修正

税務基礎価額は$100,時 価は$150で ある。Pに よるTの 取得を促進す

るため,TはS株 式をその株主に分配する。その後2年 以内にPは 非課税

のタイプB組 織変更(議 決権株式と株式の交換)でT株 式を取得 し,T株

主はT株 式との交換にP株 式の60%を 受け取 る。 みな し所有規定の適用

により,T株 主がT株 式の60%を 所有 し,P株 主がT株 式の40%を 所有

していると解することができるので,後 述する§355(e)(3)(A)(iv)の

除外規定の適用がある。なぜなら,従 前のT株 主は取得の前後においてT

の議決権又は価値の50%以 上を所有 しているか らである。それゆえ,§

355(e)の 適用はない。

なお,こ の設例でT株 主がP株 式の40%を 受け取 る場合には§355(e)
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の適用がある。なぜなら,こ の分配は計画に基づいてPがTの50%以 上

の持分を取得するために行われるか らである。 したがって,Tは 分配する

S株 式の含み益 に相当する金額$50(§150-$100)の 利得を認識する㈹。

II.§355(e)の 適 用 除 外

(1)§355(e)の 計画に該当しない取引

計画または一連の取引の完了直後において,分 配した法人(親 会社)と

分配された法人(子 会社)が ともに同一の関連法人 グループ(asingle

affiliatedgroup)の メンバーである場合には,そ の分配が親会社又は子会

社の株式の議決権又は価値の50%以 上をある者が取得する計画に基づい

て行われた場合でも,そ の分配に§355(e)は 適用されない(§355(e)(2)

(C))。 この場合の関連法人 グループの範囲は,§1504(連 結対象法人)の

定義によるが,§1504(b)で 連結の対象か ら除外される法人(た とえば,保

険会社や外国会社)も 含まれる。

【設例3】(17)(図表1参 照)

①TはT1の 株式を全部所有 し,T1はSの 株式を全部所有する。Tは

第三者であるPに 吸収合併 し,従 前のP株 主はP株 式の議決権又は価値

の50%以 上を所有する(す なわちTの 従前株主はPの 株式の議決権又は

価値の50%未 満を取得する一筆者注)。②合併計画の一環として,SはT

lに よって §355の 他の要件を満たす取引でPに 分配される。② この分配

後に,TlとSは ともに§1504に 定義す るPの 関連法人 グループのメン

バーである。

Pに よるT,Tl及 びSの 取得であり,か つ,T1に よるSのPへ の分配

は取得計画の一部ではあるが,T1はSのPへ の分配について §355(e)を

適用 して利得を認識する必要はない。なぜなら分配 した法人(T1)と 分配

された法人(S)は,同 一の関連法人グループにとどまるか らである。
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米国における企業分割の最近の税務上の規制措置

図表1

①合併 b ② スピンオ フ

5

③ スピンオフ後

(注)線 の説明(以 下の図表に同 じ)

実線(一)は 所有関係

(特に明示 しない限り100%所 有)

実線の矢印線(一)は 株式 交付 行為

破線の矢印線(う は所有関係の移動

Pの 関連法人グループ
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(2)§355(e)の 取 得 に該 当 しな い取 引

§355(e)(3)(A)は §355(e)が 適 用 され な い取 得 と して4っ の 取 得 形

態 を列 挙 して い る(18)。

1)S株 式 のTに よ る取 得(§355(e)(3)(A)(i))

た と え ば,S株 式 との交 換 にTが そ の 資 産 をSに 出 資 す る場 合。

2)Tの 株 式,有 価 証 券 を所 有 して い る こ とに よ るS株 式 の取 得(§355

(e)(3)(A)(ii))

た と え ば,Tの 株 主 が分 配 でS株 式 を受 け取 っ た場 合 。 この分 配 に はT

株 式 の50%を 所 有 して い な か ったT株 主 がS株 式 の50%以 上 を 所 有 す

る こと に な る ス プ リ ッ トオ フ に よ る分 配 を 含 む 。

3)T又 はSの 株 式,有 価 証 券 を所 有 して い る こ とに よ りT又 はSの 引

継 会 社 の株 式 を取 得 す る場 合(§355(e)(3)(A)(iii))

た と え ば,Tの 従 前 株 主 がTのPへ の吸 収 合 併 でP株 式 を 受 け取 る。

【設 例4】(19)(図 表2参 照)

①TはS株 式 の全 部 を 所 有 して い る。Pに よ るTの 取 得 を促 進 す る た

め に,TはS株 式 をT株 主 に分 配 す る。 ②2年 以 内 にTは タイ プA組 織

変 更 でPに 吸収 合 併 し,T株 主 はP株 式 の60%を 取 得 す る。

Tの 資 産 が タイ プA組 織 変 更 で 引 継 会 社Pに よ って取 得 さ れ た の で,前

述 した §355(e)(3)(B)の 規 定(1.(2)参 照)が 適 用 され,Pの 株主 はT

の株 式 を取 得 した もの と み な さ れ る。 した が って,こ の分 配 は,あ る者(P

の 株主)がT株 式 の50%以 上 を取 得 した か の よ うに み え,§355(e)の 適

用 が あ るよ うに思 わ れ る。 しか しな が ら,T株 主 はTの 株 式 を所 有 して い

た た あ に 引 継 会 社Pの 株 式 を取 得 した もの で あ る。 こ の よ う な 株 式 は

§355(e)の 適 用 に 際 して は考 慮 しな い。 そ の結 果,T株 式 の40%の み が

§355(e)の 適 用上(P株 主 に よ って 一 筆 者 注)取 得 され た こ とに な り,T

は利 得 を 認 識 しな い(設 例2の み な し所有 ル ー ル を適 用 して も結 論 は 同一

に な る と思 わ れ る一 筆 者 注)。
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米国における企業分割の最近の税務上の規制措置

図表2

① スピンオ フ ⇒ ②合併

層 ●・ ・ウ

T

S

主株Tウ

式株

一

↓
③合併後

4)取 得前に,T又 はSの 議決権又は価値の50%以 上を直接,間 接に所

有する株主が,取 得後においてもT又 はSの 議決権又は価値の50%以 上

を所有する場合のT又 はSの 株式の取得。ただし,取 得前に所有 した株式

がT又 はSの いずれかの50%以 上の持分を取得する計画に基づいて取得
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され た もの で な い こ と(§355(e)(3)(A)(iv))。

【設 例5】 ⑳(図 表3参 照)

① 個 人Aは,TとPの 株式 の 全 部 を所 有 して い る。TはS株 式 の 全部 を

所 有 して い る。Tは §355の 他 の要 件 を 満 たす 取 引 でAにS株 式 を分 配 す

る。② 計 画 の一 環 と して,TはPに 吸 収 合 併 す る。③ 個 人Aは,取 引 の 前

図表3

① ス ピンオフ ⇒ ②合併

ε
③合併後
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米国における企業分割の最近の税務上の規制措置

後 にお いて,Tの 引継 会社 で あ るPとSの 株 式 の企 部 を 直接,間 接 に所 有

して い るの で,TのPへ の 吸 収 合 併 でAが 受 け取 ったT株 式 の取 得 は無

視 され る。 そ れ ゆ え,Tは §355(e)に よ る利 得 を認 識 しな い。

皿.関 連 法人 グループ内の分配

§355(f)に よ れ ば,関 連 法 人 グ ルー プ(§1504(a)の 定 義 に よ る。)の あ

る メ ンバ ーか ら他 の メ ンバ ー に,§355(e)に 規 定 す る計 画 に基 い て株 式 の

分 配 が 行 わ れ た場 合 に は,そ の分 配 に §355そ の もの の適 用 が な い。 した

が って,こ の 分 配 の 当事 者 す なわ ち分 配 をす る法 人 と分 配 を受 け る法 人 の

双 方 に 課 税 され る。 た だ し,分 配 を 受 け る法 人 の配 当 にっ い て は,連 結 申

告 規 則(consolidatedreturnregulations)に よ る配 当の 消 去 また は §243

(a)(3)に よ る配 当 の全 額 控 除 の規 定 が適 用 され るの で,課 税 され る こ と

はな い。 この限 りで は,§355が 適 用 され な くて も,分 配 を受 け る法 人 は課

税 され な い。 しか し,分 配 を 受 け る法 人 が 分 配 を 受 け た株 式 に付 す べ き税

務 基 礎 価額 は §355の 適 用 が あ る場 合 とな い場 合 で は異 な る。§355が 適 用

され る場 合 に は,そ の 付 す べ き税 務 基 礎 価 額 は分 配 した法 人 の 株 式 の税 務

基礎 価額 を 分 配 した 法 人 と分 配 され た 法 人 の 株 式 の 時 価 の 比 で それ ぞれ の

株式 に配 分 す る。§355の 適 用 が な けれ ば,分 配 を 受 け た株 式 に付 す べ き税

務 基礎 価 額 は そ の 時 価 とな る('ll)。

な お,§355(f)は §355(e)が 適 用 され る取 引 に 限 って適 用 が あ るた め,

分 配 す る法 人 に つ い て は本 規 定 を 適 用 す る まで もな くその 分 配 に課 税 され

る。 また,前 述 した §355(e)の 除 外規 定 の適 用 の あ る取 引 に は,本 規 定 の

適 用 は な い 働。

【設 例6】('13)(図 表4参 照)

①TはTlの 株 式 の全 部 を所 有 す る。TlはSの 株 式 の 全 部 を所 有 す る。

T,Tl及 びSは 同 一 の 関連 会 社 グル ー プの メ ンバ ー で あ る。第{者 で あ る

11 一121一



図表4

①S株 式のT1か らTへ のス ピンオフ ⇒ ②S株 式 のTか らT株 主へ のス ピンオフ

S株 式

T

1T

S

主株T

昌

吟

式

㎜

⇒ ③タイプB組 織変更 ⇒ ④取引完了後

T株主

40%

s

P株 主

60%

P

T

T1

(注)一 連 の取 引完了後 に,分 配され る法人(S)と 分配す る法人(T1及 びT)はPの 関連法

人 グループのメ ンバーにとどま らないので,§355(e)(2)(C)の 除外規定 の適用 はな く,

§355(e)が 適用 され る。
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Pに よるTの 取得を促進するたあ,T1はS株 式をTに 分配する。②Tは

そのS株 式をT株 主 に分配する。③その後 まもな く,Pは タイプB組 織変

更でT株 式の全部を取得する。T株 主 はT株 式との交換にP株 式の40%

を受け取る。

Pに よるTの 取得に §355(e)が 適用される。その結果,課 税関係 は次の

ようになる。

①§355(f)に より,T1に よるS株 式の分配に§355は 適用されず,そ の

分配はT1に とって課税取引となる。T1が 認識する利得は,分 配時におけ

るS株 式の時価がその税務基礎価額を超える金額である。TはS株 式の税

務基礎価額に時価を付す。

②§355(e)に より,Tは 分配日にS株 式を売却 したものとみな して利得

を認識する。 しかし,S株 式のTに おける税務基礎価額は時価になってい

るので,さ らに利得が発生することはない。 もし,§355(f)の 規定がなけ

れば,Tに おけるS株 式の税務基礎価額は時価以下であったはずであり,

TはS株 式の分配に§355(e)を 適用 して,利 得を認識 しなければならな

いo

上記の結論は,PがTで はなくSを 取得する場合でも同 じである。

【設例7】(24)(図表5参 照)

①T1がS株 式をTに 分配 し,②TはS株 式ではなくTI株 式をT株 主

に分配することを除いて,上 記設例6に 同 じとする。

Pに よるTの 取得に §355(e)が 適用される。その結果,課 税関係は次の

ようになる。

①§355(f)に より,T1に よるS株 式の分配に§355は 適用されず,そ の

分配はT1に とって課税取引となる。T1が 認識する利得は,分 配時におけ

るS株 式の時価がその税務基礎価額を超える金額である。TとT1が 連結

申告書を提出している場合には,Tに おけるT1株 式の税務基礎価額はT1

が認識 した利得だけ増加 し,分 配を受けたS株 式の時価だけ減少する。
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図表5

①S株 式 のTlか らTへ の スピ ンオフ ⇒ ②Tl株 式のTか らT株 ドへ のス ピンオフ

T

コr

S

主株T

■

レ

}

⇒ ③ タイプB組 織 変更 ⇒ ④取引完r後

P株 主

60%

P

T

S

(%1三)・ 速の取・31完r後に,① で分配 される法人(S)と 分配す る法人(T1)及 び②で分配 さ

れ る法人(T1)と 分配す る法 人(T)は それぞれ同 ・の関連法人 グループの メ ンバ ーにと

どまらないので,§355(e)(2)(C)の 除外規定 の適用 はな く,§355(e)が 適用 され る。
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②§355(e)に より,TはTl株 式を分配日に売却 したものとみな して利

得を認識する。Tが 認識すべき利得の金額 は分配 ヒ1におけるTl株 式の時

価がその税務基礎価額を超過する金額である。Tに おけるT1株 式の税務

基礎価額 はS株 式の時価総額が減額されているので(時 価の比でTlとS

の株式 に配分されるのではない),§355(f)の 適用により,Tl株 式の分配

時にTが 認識する利得の金額は増加する。

上記の結論 は,PがTで はなくT1を 取得する場合でも同 じである(25)。

設例7で は,T1の みならずTに も利得が発生するため,Tグ ループが

認識する利得 は設例6に 比 して増加する。

おわ りに

法人が株主にその資産(子 会社株式を含む。)を分配すると,そ の資産を

時価で売却 したものとみなして法人レベル及び株† レベルの双方で課税さ

れる。§355に よるスピンオフはこの課税原則に対する例外であり,一 定の

要件を満たす場合には,法 人 レベル及び株主 レベルのいずれにおいても課

税されることなく子会社株式を親会社の株†に分配できる。そのため,米

国の企業は組織再編成による国際競争力強化のために,課 税コス トの少な

いスピンオフを好んで利用 してきた。 しかし,既 存株†ではなく新規株宅

が既存事業の所有権を取得する結果 となる分配にまでこの非課税規定を適

用する必要はない。そこで,議 会は1997年 改正税法で§355(e)を 新設 し

て,あ る者が親会社又は子会社の50%以 上を取得する計画に基づいて,

§355の 他の要件を満たす分配をする場合には,そ の分配に課税す ること

にした。

この規定は,ジ エネラル ・ユティリィテイーズの原理の廃止による法人

レベルでの課税を回避する行為を規制することにある。そのため,こ の規

定が適用 されると分配する親会社に課税されるが,§355の 他の要件を満

15
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たしているので,そ の株主には課税されない。また併せて新設された§355

(f)に よると,関 連法人グループ内のメンバー間の分配には,§355が 適用

されないので,そ の分配には原則 として法人 レベル及び株主 レベルの双方

で課税される。

これ らの規定は,複 雑で,解 決すべ き問題 も多 く,他 に解釈の指針がな

ければ納税者は,そ の適用範囲を決定することが著 しく困難である(26)。内

国歳入庁(IRS)は 内国歳入法施行規則で,§355(e)の 適用除外 となる取得

の範囲(§355(e)(3)(A)),資 産取得が株式取得とみなされる取引(§355

(e)(3)(B))及 び§355(f)の 適用範囲にいてその具体的な内容を定ある

ことができる。また,財 務長官(theSecretary)は その他 §355(e)の 目的

を達成するたあに必要な事項を別途内国歳入法施行規則で定めることがで

きる(§355(e)(5))。 内国歳入庁は,こ れら内国歳入法施行規則の公表を

通 じてその運用の適正化を図るべきであろう。
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